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コダック イメージケア プログラム 年間サービス契約 
CAT No.： 174 5298 
 

 

概要 
この契約を通じて、イメージケア プログラムの認定を取得した現像所がプログラムの基準を維持

し、認定を継続できるようにサポートします。 

 

 

特典 
• プログラムの運用マニュアルに規定されている推奨トレーニングを継続して提供。 

• コダックの担当者が、イメージケア プログラムの定期審査を年4回実施。 

• コダックのカスタマー テクニカル サービス（CTS）が、イメージケア プログラムの認定再評価を

年1回実施。 

• 年次報告書による、イメージケア プログラムの基準を維持するために必要な項目の通知と、継

続的な改善提案。 

• イメージケア プログラム品質管理ソフトウェア、およびそのアップグレード版の継続的な利用が

可能。 

• CTSによる感光データの月次チェックを実施し、特定された問題点のフォローも行います。 

• ニュースレター（会報）の制作と配布。 

• プログラム認定メンバーをPRするための各種プロモーショングッズを提供。 

• 現像所の宣伝活動をサポートするグラフィックデザインの提供。 

• イメージケア プログラム専用サイトや業界誌への広告を通じて、PR活動を展開。 

• コダック モーション ピクチャー サービスの10%ディスカウント。 

 

 

ご提供内容 
コダック イメージケア プログラムの認定を取得した現像所は、年間サービス契約の有効期間中、

上記特典の提供を受けることができます。 

 

 

ご注文およびお問い合わせ 
詳細は下記までお問い合わせください。 

 

 

  
東京 TEL：03 (5540) 2280 

大阪 TEL：06 (6534) 7010 

www.kodak.co.jp/go/motion/ 

motionjp@kodak.com 
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